
   

 

 

 

 

 

 

 

☑ 募集人数：２ 人 以 内  

☑ 委員任期：令和８年 9 月１日から令和 12 年 8 月 31 日 まで（予定） 

☑ 報  酬：記 念 品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寒川町公共施設再編計画進行管理委員会は、公共施設再編計画の進行について

検証し、必要な助言、提言等を行う組織です。委員は、公募による町民、町内

各種団体等からの推薦者、学識経験者等による９人以内で構成され、会議は年

２回程度の開催を予定しています。 

【申込書の配布場所】  町役場本庁舎２階 資産経営課窓口 、 町民センター及び分室 、 

北部・南部文化福祉会館 、寒川総合図書館 、 シンコースポーツ寒川アリーナ 

（寒川総合体育館） 、 町ホームページ 

 【 応 募 締 切 】    令和８年７月２７日（月）必着 

【 選 考 結 果 】    申込書及び小論文により選考委員会で選考し、結果は文書でお知らせします。 

【問 い 合 わ せ】  町役場 資産経営課 資産マネジメント担当 電話０４６７（３７）３１９５（ダイヤルイン）  

寒川町公共施設再編計画進行管理委員 
を募集します！ 

【 応 募 方 法 】 

裏面申込書及び小論文（２００～４００字程度、様式自由、テーマ「私が考える寒川町の公共施設の最適配

置とマネジメント」※）を、資産経営課まで郵送、直接持参、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法

で提出。 

 ※小論文は、次の３つのポイント及びその他特に注目すべき点に基づき、選考委員が採点します。 

【小論文のポイント】   

1．「寒川町公共施設等総合管理計画」及び「寒川町公共施設再編計画」の趣旨を理解していること 

2．公共施設マネジメントについてアイデアがあること 

3．将来世代にわたる長期的な視点で公共施設のあり方が考えられること 

【提出方法】○郵送の場合      〒２５３－０１９６ 

       寒川町役場 企画部 資産経営課 資産マネジメント担当あて 

○直接持参の場合    町役場本庁舎２階 資産経営課 窓口まで 

○ファクシミリの場合  ０４６７（７4）９１４１ 

○電子メールの場合    keikaku@town.samukawa.kanagawa.jp 

○寒川町に在住、在勤又は在学の満１８歳以上であること。 

○寒川町の他の審議会、委員会、懇話会等の委員に選任されていないこと。 

○寒川町の行政機関の職員又は寒川町議会議員でないこと。 

○同一の審議会等の公募委員を２期続けて務めている場合は、その職を退いてから２年以上経過して 

いること。 

【 応 募 資 格  ※任期の初日において次の要件をすべて満たす方 】 



 

 

別記様式(第 8条関係) 

  年  月  日   

公募委員応募申込書 

(宛先)寒川町長 

氏 名             

 

以下のとおり、町の審議会等の公募委員に応募します。 

住 所   

連 絡 先   

職 業   生年月日   年  月  日 

寒川町との関わり 在住・在勤・在学 性 別  

審議会等の名称 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 

自 己 ア ピ ー ル   

住民活動の経験 
（ある場合は記載
してください。） 

  

応 募 の 動 機   

公募委員の経験が

ある場合は、その

名 称 と 任 期 

名称 任期 

選 定 基 準 及 び

応 募 資 格 

(選 任 日時 点 )  

□ 応募する審議会等の公募委員に選任された場合において、次の

いずれにも該当しない。 

 ・ 当該公募委員に 3回連続で選任されることとなる。 

 ・ 当該公募委員に 2回連続で選任され、その職を退いてから 2年

以上経過しないで当該公募委員に選任されることとなる。 

□ 寒川町自治基本条例第 3条第 1号に規定する町民のうち満 18歳

以上の者である。 

□ 寒川町の他の審議会等の委員に選任されていない。 

※全てに当てはまらなければ、応募はできません。 

※ 記入スペースが足りない場合には、別紙(様式は問いません。)に記入し、添付してください。 

※ 個人情報の取扱いについて 

公募委員の応募、選定等に関し、本申込書に記載した個人情報その他公募委員の応募、選定等に必要な情報に

ついて、町長が利用することに同意します。 

署名                  

 


